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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

二十歳のつどい二十歳のつどい令和8年令和8年令和8年令和8年令和8年

　令和4年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下がりましたが、本町では成人式の名称を
「二十歳のつどい」と変えて、従来通り20歳を対象に開催します。
　式典は、全小学校区同時に行います。
　該当者には、11月中旬に案内状を郵送しています。
　なお、転出や大学在学等で、町に住民登録がない方も出席できます。

と　き　令和8年1月11日（日）
　　　　受　付　午前9時30分～9時50分
　　　　式典等　午前10時～11時20分ごろ
ところ　スポーツセンター　2階　メインアリーナ
該当者　本町に住民登録のある、平成17年4月2日～平成18年4月

1日生まれの方
その他　全体での記念撮影はありませんが、式典終了後午前10時50分より30分間歓談会を実施します。
　　　　時間のある方は、恩師や旧友の方との写真撮影や歓談の時間をお過ごしください。また、保護者の皆さん

は、式典中は3階観覧席のみでの観覧になりますが、歓談会は2階メインアリーナへお入りいただけます。
問合せ先　公民館内　社会教育課　☎（443）2671

式　典

▲詳細は町HP


